
別添地方４Ａ　地方公共団体が扱う申請・届出等手続でオンライン化条件整備が困難な手続

○第一号法定受託事務

死産の届出 死産の届出に関する規程第４
条

死産の届出には、医師、助産師の認証を必要とする死産
証書（死胎検案書）を添付することになっており、電子化方
策の検討に時間を要するため、現時点で実施方策提示困
難。

毎月勤労統計調査
（特別調査事業所の
申告義務）

毎月勤労統計調査規則第１６
条第３項（統計法）

調査員による対面審査を要するため、システム検討、整
備に時間を要する。

歯科技工士の試験の
手続

歯科技工士法第１２条第２項 不正受験防止のため、写真と本人との照合には、身分証
明書等により行う必要があるためオンライン化困難であ
る。

保護開始の申請 生活保護法第２４条第１項 ①現在の生活保護制度における面接相談機能の重要な
位置付け、②それを踏まえて面接相談を通じ保護の申請
を行っている実態、を踏まえると、保護の申請手続をオン
ライン化することは、生活保護制度に大きな影響を及ぼす
結果となるため困難。

保護変更の申請 生活保護法第２４条第５項
（同条第１項準用）

①現在の生活保護制度における面接相談機能の重要な
位置付け、②それを踏まえて面接相談を通じ保護の申請
を行っている実態、を踏まえると、保護の申請手続をオン
ライン化することは、生活保護制度に大きな影響を及ぼす
結果となるため困難。

医療券の発給 指定医療機関医療担当規程
第２条

医療券の発給手続は、医療扶助（保護）の申請に基づい
て行うものであるが、①現在の生活保護制度における面
接相談機能の重要な位置付け、②それを踏まえて面接相
談を通じ医療扶助の申請を行ってもらい医療券を発給し
ている実態、を踏まえると、医療券の発給手続をオンライ
ン化することは、生活保護制度に大きな影響を及ぼす結
果となるため困難。
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